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ソーシャルイノベーター育成事業委託業務仕様書 

 

１ 業務の名称 

 ソーシャルイノベーター育成事業委託業務 

 

２ 業務の目的 

人口減少や少子高齢化の進展など、地域を取り巻く課題が多様化、複雑化する一方で、

財政のひっ迫や職員の減少など、行政のリソース不足が顕在化しつつある。 

こうした中、これまで社会・地域課題解決を目的とした活動の多くは収益性が低く、

行政が単独で行う領域とされてきたが、デジタル技術や独自のノウハウを活用しビジ

ネスとして成立させ、社会課題に取り組む社会起業家（ソーシャルイノベーター）の存

在が注目されている。 

本事業は、ソーシャルビジネスに特化した起業家育成講座の運営により社会起業家

を生み出すとともに、その支援者に対しソーシャルビジネス特有の課題や支援方法な

どを学ぶセミナーを実施することにより、本県から社会起業家が次々と生まれる環境

を整えるものである。 

また、クラウドファンディング型ふるさと納税を活用して事業の立ち上げを支援す

る「ソーシャルイノベーター成長支援事業費補助金」や、県内支援者やプレイヤーとの

共創を促す「新事業共創プラットフォーム」などと連携し、社会起業家を取り巻く一気

通貫の支援を実現するものである。 

 

３ 業務期間 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 委託業務内容 

   本県で社会課題を解決するためのアイデアを持った創業希望者（以下、「社会起業家

候補者」という）を発掘し、選抜した上で、社会起業家育成講座（以下、「インパクト

プログラム」という）を提供するとともに、社会起業家支援者向けセミナーを行う事業

の企画・運営を委託する。受託者は、山梨県（以下、「委託者」という。）が以下に定め

る内容に基づき、定められた期日まで本件の業務を行うとともに、実績報告書を作成し

納入する。 

 

【インパクトプログラム】 

 以下により、社会起業家としての創業の支援を行う。なお、事業の運営に当たっては、

県内の企業、支援機関、支援者、社会起業家等と連携し、本プログラム終了後も、社会起

業家を支援する主体による支援ネットワークが継続的に形成・拡大していくよう取り組
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むこと。 

(1) 目標 

社会起業家候補者の事業構想やビジネスプランをブラッシュアップし、その事業

化を目指す 

(2) 支援対象者 

支援対象者は、支援により概ね２年以内に本県で創業等（第二創業等の新たな事業

を開始するものを含む）を行うことが見込まれる者。単なる起業希望者ではなく、事

業を通じた「社会課題解決（社会的インパクト）」と「成長（経済的リターン）」の両

立を意図的に目指し取り組む者。 

(3) 内容 

ア プログラムの周知、募集・選定 

     ・ パンフレットの作成、SNS ターゲティング広告等の活用による事業周知や

支援対象者の掘り起こし 

・ 事業の趣旨、対象要件、選定方法、支援期間、支援内容等について理解し

た上で応募いただけるよう、募集説明会または個別相談会を開催すること。

なお、オンライン実施も可とする。 

     ・ 外部審査員を交えた公平かつ公正な選定方法により、プログラムへの参加

を希望する者から１０名程度を選定 

イ 企画・運営 

プログラムの実施に当たっては、必要に応じて社会起業家または社会起業

家の支援実績を有する者を講師として参加させることとし、５回程度の連続

講座により以下の支援を実施する。 

・ 社会課題の構造分析 

     ・ ビジネスプランのブラッシュアップ、ファイナンス指導 

     ・ その他事業運営に必要なノウハウ等の提供 

・ ソーシャルビジネスの現場視察（県内ローカルゼブラ等） 

その他、以下の項目に留意すること。 

・ 開催方法はオフラインを原則とするものの、一部オンラインを組み込むこ

とを妨げない。 

・ 各回のプログラムでは、単なるインプットにとどまらず、学びを受講生そ

れぞれの事業へ落とし込めるよう、アウトプットやディスカッションの時

間を十分に設けるよう、実施方法について工夫を凝らすこと。 

・ 令和７年度に本プログラムを受講した修了生を積極的に巻き込み、社会起

業家支援の横のつながりを強化すること。 

・ 現場視察は、原則県内で日帰り可能な範囲とする。現地までの交通費（必

要な方は宿泊費）飲食費等は参加者負担を想定する。 
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・ ただし、県外や県内でも複数箇所を訪問する場合には、バスの借り上げを

前提とし、事業費に含み提案すること。 

・ 各回一般聴講者も受け入れること。ただし、選考で選ばれた受講生との差

別化を図ること。 

ウ 成果発表会の実施 

参加者のビジネスパートナー獲得やネットワーク構築を幅広く支援すると

ともに、社会起業家を取り巻くエコシステム形成につながるよう成果発表会

を実施する。 

・ ネットワーク構築の効果を最大化するため、周知・集客方法や実施時期に

ついて工夫する 

・ イベントでは、プログラム参加者のピッチ、社会起業家や県内企業等関係

者によるパネルディスカッション、参加者同士のグループワーク等、参加

者にとってまなび・交流の場であると同時に、「社会課題解決（社会的イン

パクト）」と「成長（経済的リターン）」の両立を目指す事業について、県

内の機運醸成を図るものとなるよう留意する 

・ 本イベントは山梨県内での対面、オンラインのハイブリッド開催とし参加

者 50名程度を想定する 

・ イベントの内容及び登壇者は県と協議のうえ決定し、登壇者の調整、謝金

の支払い等を行うこと   

   エ 伴走支援 

プログラム参加者に対し、プログラム実施期間中及び実施期間後の個別メ

ンタリングやビジネスパートナーとのマッチング等を実施し、ビジネスプラ

ンの早期実現や持続的な経営に必要となる支援ネットワークの構築を目指す。 

    ・ プログラムの円滑な運用を行うために、参加者に対し、適宜フォローアッ

プを行うとともに、プログラム終了後も参加者が持続的な経営を行うこと

ができるよう、ビジネスパートナー等とのネットワーク構築を行う。 

・ 想定は講座と講座の間に、前回講座でアウトプット・言語化しきれなかっ

たことを整理するとともに、その他事業立ち上げや成長に必要な相談対応

を行う。 

回数・時間想定：１人５回×１０人×１時間＝５０時間 

※ 回数・時間については上記を想定とするが、受託者の提案に基づき、受講

生の状況や事業進捗に応じて、より効果的な実施方法を妨げるものではな

い。 

・ 一般的に、集中講座の終了後は「社会課題を解決したい」といった事業に

対する熱量が低下しやすいことから、モチベーションを維持させ離脱を防

ぐ工夫を行うこと 
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・ 概ね以下のような取組を実施する 

プロジェクトの進捗管理補助、メンタリング 

共感者やビジネスパートナーとのマッチング 

社会起業家や社会起業家候補者へのプログラムの紹介 

なお、ネットワーク構築においては「新事業共創プラットフォーム」の委託

事 業 者 と 連 携 す る な ど 、 同 事 業 の チ ャ レ ン ジ ピ ッ チ

（https://www.pref.yamanashi.jp/challenge-g/shinjigyou1024.html）の活

用も検討すること 

 

【補助金審査会】 

起業家等が行う社会課題解決型のプロジェクトについて、専門家の指導を受けながら

県指定のクラウドファンディング型ふるさと納税サイトへプロジェクト紹介ページを掲

載し、集まった寄付金を補助金としてプロジェクト実施者へ交付する「ソーシャルイノベ

ーター成長支援事業費補助金」に関連して、本委託業務の中で、補助金採択候補者を選定

する審査会の企画・運営を行う。 

 (1) 業務内容 

審査基準の策定、外部審査員の調整、書類審査・プレゼン審査の実施、採択候補者

の選定 

(2) ソーシャルイノベーター成長支援事業費補助金の概要（参考） 

    ア 補助先 

社会起業家及び社会起業家候補者 

※審査会で補助先を決定。インパクトプログラム参加の有無は問わない 

イ 予算上限額 

金 10,000,000円（2,000,000円／1件） 

    ウ 補助件数 

  ５件程度 

エ 補助率 

  １０／１０（１事業者当たりの上限 1,780,000円）  

  ※クラウドファンディング型ふるさと納税募集上限額 200 万円から、掲載

手数料 11％（22万円）を除いた金額 

オ 補助対象経費 

  事業の立ち上げに要する経費 

 

【支援者向けセミナー】 

  社会起業家及びその候補者を取り巻く支援ネットワークやエコシステムの構築に向け、

県内で起業家支援を行う者を対象に、ソーシャルビジネスの支援事例や方法を学ぶ機会
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を提供し、県内において社会起業家を支援する主体を育成する。 

 (1) 対象者 

県内の支援機関、金融機関、行政機関、民間企業、その他各種団体に属する者で、

起業家等の支援を行う者 

(2) 実施内容 

    年２回程度、参加者（20名程度/１回）に対し、通常の起業家支援プログラムでは

行き届かない社会起業家特有の課題（ビジネスモデルや初期トラクション獲得の困

難性・スタートアップとは異なる成長時間軸など）の解消に向けたマインドセットや

支援方法をセミナー、ワークショップ、グループディスカッション等の方法で提供す

る。実施に当たっては、本県のソーシャルビジネスを取り巻く課題を的確に捉え、単

なる啓発の域を超えた実践的かつ効果的なセミナーになるよう、テーマや対象者を

設定すること。なお、社会起業家候補者であるインパクトプログラム受講生との接続

を考慮し、開催時期や開催方法、開催内容は工夫した上で提案すること。 

 

 

【広報・ブランディング】 

  インパクトプログラム、成果発表会、支援者向けセミナーについて、県ホームページや

県 SNS 等で発信するための事業レポートを各回開催後に作成すること。レポート作成に

当たっては「新たな挑戦への支援」「山梨は、挑戦と近い。未来と近い。」等の県の方針や

ブランドイメージを踏まえ、事業の継続的なブランディングを意識して作成すること。 

  また、各事業の参加者募集やイベント告知の際には、事業効果が最大限発揮されるよう

SNS広告などの活用を検討すること。令和７年度のＳＮＳ発信は以下のとおり。 

  県公式 SNS ― note（https://note.com/yamanashi_ic） 

   Instagram  ― （https://www.instagram.com/yamanashi_impact_challenge/） 

 

【事業運営・その他業務】 

 (1) 業務達成度の評価指標 

    ア 本事業の業務達成度の評価指標（ＫＰＩ）を以下設定する。 

【本事業に関連した社会起業家の事業創出数：８件／年】 

 

イ 上記のほか、受託事業者は、本事業の目的を踏まえ、業務達成度を測る評価指

標を設定すること。評価指標として設定する項目及び数値については、具体的な

事業スキームによる部分が大きいため、事業者の提案内容に含める形で設定す

る。 

なお、設定した項目の達成状況を詳細に分析した上で、実績報告と併せて県へ

報告すること。 
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 (2) 各種開催場所について 

本事業は、地域課題の解決及び地域経済の活性化に向けた社会貢献活動、起業等の

県民の主体的な取組促進を図る拠点「やまなし地域づくり交流センター」の関連事業

に位置づけられることから、インパクトプログラム及び支援者向けセミナーの現地

開催は原則同所において実施すること。 

 

５ 全体のスケジュール(想定) 

(1) インパクトプログラム 

   令和８年７月  募集 

８月  選定・採択 

９月  講座実施・成果発表（～１２月） 

  伴走支援・メンタリング（～令和８年３月） 

   令和９年３月  実績報告 

 (2) 支援者向けセミナー 

令和８年７月  企画・講師調整 

８月  参加者募集 

８月  セミナー開催（～１月） 

   令和９年３月  実績報告 

(3) ソーシャルイノベーター成長支援事業費補助金 

令和８年６月  プロジェクト募集 

７月  審査会・採択 

１０月  クラウドファンディング寄付募集（～１２月） 

   令和９年１月  プロジェクト実施（～３月） 

３月  実績報告 

    

６ 報告書等の成果品 

   受託者は、本業務について、以下に定めるとおり成果品を納入するものとする。 

 (1) 成果品 

ア 業務完了届 

イ 事業の内容に関する実施記録（写真等含む） 

ウ 参加者の各プロジェクトの実績に関する資料 

エ インパクトプログラム・成果発表会、支援者向けセミナーの参加者名簿 

オ 今後の展開に関する所見 

カ その他委託者が指示したもの 

 (2) 納品方法 

報告書（紙媒体）２部及び電子データ１部を山梨県 新価値創造推進局 新事業チャ



7 

 

レンジ推進課へ納品すること。 

 (3) 納期 

    令和９年３月３１日まで 

(4) その他 

    提出された報告書の著作権は、本県に帰属し、一般に公開することがある。 

 

７ 本事業に係る役割分担 

 (1) 受託者（運営事務局） 

    ４ 委託業務内容に掲げる業務 

 (2) 山梨県 

    市町村や関係機関等との調整、広報支援、行政データ提供、補助金等制度紹介 

 (3) 事業者（挑戦者） 

    社会課題解決型プロジェクトの計画立案・運営、成果にかかる県へのデータ提供・

公表 

 

８ その他 

  ・ 本特記仕様書に明示なき事項、または業務上疑義が生じた場合は、両者協議により

業務を進めるものとする。 

・ 契約締結後、速やかに業務実施に係る計画書（実施内容、スケジュール等を記載）

を提出し、県の承認を得ること。また、業務の実施にあたっては、県と十分協議し

た上で実施するものとする。 

・ 本業務実施中は、事業進捗状況を定期的に県に報告するとともに、全体のスケジュ

ール管理や作業工程・実績管理、成果・課題について、定期的（週 1回もしくは隔

週程度）に開催する進捗確認会議や適宜行う業務に関する打ち合わせにより県との

協議調整を行うこと。また、県の求めに応じて本業務にかかる情報を随時提供する

こと。 

・ 本業務の契約不適合期間は検収後 1年間とする。 


